
京
都
大
学
安
全
衛
生
管
理
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
十
八
号
）

第
一
章

総
則

（
目
的
等
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う

）
に
お
け
る
職
場
の
労
働
災
害
及
び
健
康
障
害
を
防
止
し
、
教
職
員
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保

。

す
る
た
め
、
安
全
衛
生
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
適
用
の
範
囲
）

第
二
条

本
学
に
お
け
る
安
全
衛
生
管
理
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
安
衛
法
」
と
い
う

）
そ
の
他
関
係

。

法
令
及
び
就
業
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

労
働
災
害

教
職
員
の
就
業
に
係
る
建
設
物
、
設
備
、
原
材
料
、
ガ
ス
、
蒸
気
、
粉
じ
ん
等
に
よ
り
、
又
は
作
業
行
動
そ
の
他
業
務
に
起
因
し
て
教
職
員

が
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
す
る
こ
と
を
い
う
。

二

教
職
員

本
学
の
就
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。

三

就
業
規
則

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
号

、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
日
々
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
平

）

成
十
六
年
達
示
第
七
十
二
号

、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
三
号

、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
外

）

）

国
人
教
師
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
四
号

、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
外
国
人
研
究
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
五
号
）
を
い

）

う
。

四

部
局
等

各
研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
を
含
む

、
各
附
置
研
究
所
、
附
属
図
書
館
、
医
学
部
附
属
病
院
及
び
各
セ
ン
タ
ー
等
（
国
立
大
学
法
人
京
都
大

。
）

学
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
一
号
）
第
三
章
第
七
節
か
ら
第
十
一
節
ま
で
に
定
め
る
施
設
等
を
い
う

）
並
び
に
事
務
本
部
に
置
く
部

。

及
び
宇
治
地
区
事
務
部
並
び
に
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
い
う
。

（
本
学
の
責
務
等
）

第
四
条

本
学
は
、
安
全
衛
生
管
理
体
制
を
確
立
し
、
快
適
な
職
場
環
境
の
実
現
及
び
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め
、
職
場
に
お
け
る
教
職
員
の
健
康
の
保
持
及
び

安
全
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

２

総
長
は
、
本
学
に
お
け
る
安
全
衛
生
管
理
に
関
し
、
統
括
す
る
。

３

安
全
管
理
担
当
の
理
事
は
、
本
学
に
お
け
る
安
全
衛
生
管
理
に
関
し
必
要
な
措
置
の
実
施
そ
の
他
に
よ
り
、
前
項
の
総
長
の
業
務
を
分
担
管
理
す
る
。

４

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
本
学
に
お
け
る
安
全
衛
生
管
理
の
う
ち
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
教
職
員
の
健
康
管
理
に
係
る
業
務
を
行
う
。

（
教
職
員
の
責
務
）

第
五
条

教
職
員
は
、
こ
の
規
程
及
び
そ
の
他
本
学
が
定
め
る
安
全
衛
生
管
理
に
係
る
規
定
並
び
に
安
衛
法
そ
の
他
関
係
法
令
に
よ
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
本
学
が
実
施
す
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
講
じ
る
措
置
に
積
極
的
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

安
全
衛
生
管
理
体
制

第
一
節

安
全
衛
生
管
理
者

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
）

第
六
条

本
学
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
場
を
置
き
、
各
事
業
場
に
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
く
。

一

吉
田
事
業
場

二

病
院
事
業
場



三

宇
治
事
業
場

四

桂
事
業
場

五

熊
取
事
業
場

六

犬
山
事
業
場

七

大
津
事
業
場

２

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
理
事
又
は
教
職
員
の
う
ち
か
ら
、
総
長
が
選
任
す
る
。

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
）

第
七
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
次
条
に
定
め
る
衛
生
管
理
者
等
を
指
揮
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
統
括
管
理

す
る
。

一

教
職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二

教
職
員
の
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
教
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

（
衛
生
管
理
者
等
）

第
八
条

本
学
に
、
安
衛
法
第
十
二
条
又
は
第
十
二
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
七
条
各
号
の
業
務
の
う
ち
、
衛
生
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
さ
せ

る
た
め
、
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
事
業
場
ご
と
に
衛
生
管
理
者
を
置
く
。
た
だ
し
、
大
津
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
衛
生
管
理
者
に
代
え
て
衛
生
推
進
者
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。

２

衛
生
管
理
者
は
当
該
事
業
場
に
所
属
す
る
教
職
員
で
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
免
許
を
受
け
た
者
又
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う

）
第
十
条
の
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
衛
生
推
進
者
は
安
衛
則
第
十
二
条
の
三
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

。

れ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
総
長
が
選
任
す
る
。

３

各
事
業
場
ご
と
に
選
任
す
る
衛
生
管
理
者
又
は
衛
生
推
進
者
（
以
下
「
衛
生
管
理
者
等
」
と
い
う

）
の
数
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

。

（
衛
生
管
理
者
等
の
定
期
巡
視
）

第
九
条

衛
生
管
理
者
等
は
、
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、

教
職
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
補
助
者
）

第
十
条

部
局
等
に
、
衛
生
管
理
者
等
の
定
期
巡
視
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
衛
生
管
理
補
助
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

衛
生
管
理
補
助
者
は
、
当
該
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
当
該
部
局
等
の
長
と
協
議
の
う
え
、
指
名
す
る
。

３

衛
生
管
理
補
助
者
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
部
局
等
の
長
が
別
に
定
め
る
。

（
産
業
医
）

第
十
一
条

本
学
に
、
安
衛
法
第
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
職
員
の
健
康
管
理
等
を
行
わ
せ
る
た
め
、
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
事
業
場
ご
と
に
産

業
医
を
置
く
。

２

産
業
医
は
、
教
職
員
の
健
康
管
理
等
を
行
う
の
に
必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
、
安
衛
則
第
十
四
条
第
二
項
の
要
件
を
備
え
た
者
の
う
ち
か
ら
、

総
長
が
選
任
す
る
。

３

各
事
業
場
ご
と
に
選
任
す
る
産
業
医
の
数
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
産
業
医
の
職
務
）



第
十
二
条

産
業
医
の
職
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

健
康
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
教
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

二

作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

健
康
教
育
及
び
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五

教
職
員
の
健
康
障
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
教
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

２

産
業
医
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
総
長
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
勧
告
し
、
又
は
衛
生
管
理
者
等
に
対
し
て
指
導
若
し
く
は

助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

総
長
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
産
業
医
の
定
期
巡
視
）

第
十
三
条

産
業
医
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
事
業
場
等
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
教
職
員
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
主
任
者
）

第
十
四
条

本
学
に
、
安
衛
法
第
十
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
職
員
の
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
管
理
の
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
に
定
め
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
作
業
主
任
者
を
置
く
。

、

、

、

、

２

作
業
主
任
者
は

当
該
事
業
場
の
各
部
局
等
に
お
い
て

当
該
作
業
に
従
事
す
る
教
職
員
で

安
衛
則
第
十
六
条
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら

各
部
局
等
の
長
が
指
名
す
る
。

３

各
作
業
区
分
ご
と
に
指
名
す
る
作
業
主
任
者
の
数
は
、
当
該
部
局
等
の
長
が
定
め
る
。

（
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
十
五
条

作
業
主
任
者
の
職
務
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
作
業
に
従
事
す
る
教
職
員
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二

設
備
の
安
全
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

三

安
全
管
理
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
安
衛
則
に
定
め
る
事
項

第
二
節

衛
生
委
員
会

（
事
業
場
衛
生
委
員
会
の
設
置
）

第
十
六
条

本
学
に
、
事
業
場
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
的
に
調
査
審
議
し
、
総
長
に
意
見
を
具
申
す
る
た
め
、
安
衛
法
第
十
八
条
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
事
業
場
ご
と
に
事
業
場
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
事
業
場
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

一

教
職
員
の
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三

教
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
に
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
職
員
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項

（
事
業
場
委
員
会
の
構
成
）

第
十
七
条

事
業
場
委
員
会
は
、
当
該
事
業
場
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一

総
括
安
全
衛
生
管
理
者



二

衛
生
管
理
者
等
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指
名
し
た
者

若
干
名

三

産
業
医
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指
名
し
た
者

若
干
名

四

安
全
衛
生
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
総
長
が
指
名
し
た
者

若
干
名

２

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
委
員
の
数
は
、
各
事
業
場
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
半
数
は
、
当
該
事
業
場
の
過
半
数
代
表
者
の
推
薦
を
得
た

者
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
委
員
は
、
総
長
が
委
嘱
す
る
。

４

前
項
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
委
員
長
の
選
任
）

第
十
八
条

事
業
場
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

委
員
長
は
、
事
業
場
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

（
委
員
会
の
運
営
）

第
十
九
条

事
業
場
委
員
会
は
、
毎
月
一
回
以
上
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
場
委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

事
業
場
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

４

事
業
場
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
委
員
会
に
出
席
さ
せ
、
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

事
業
場
委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
務
部
等
が
行
う
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
場
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
事
業
場
委
員
会
が
定
め
る
。

（
部
局
安
全
衛
生
委
員
会
の
設
置
）

第
二
十
条

各
部
局
等
に
、
部
局
安
全
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
部
局
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

。

２

部
局
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
該
部
局
等
の
長
が
別
に
定
め
る
。

第
三
章

安
全
管
理

（
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
一
条

本
学
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
か
ら
教
職
員
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

一

機
械
又
は
器
具
そ
の
他
の
設
備
に
よ
る
危
険

二

爆
発
性
の
物
、
発
火
性
の
物
又
は
引
火
性
の
物
等
に
よ
る
危
険

三

電
気
、
熱
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
危
険

四

掘
削
、
採
石
等
の
業
務
に
お
け
る
作
業
方
法
か
ら
生
じ
る
危
険

五

墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
土
砂
等
が
崩
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
等
に
係
る
危
険

六

そ
の
他
作
業
場
に
お
い
て
教
職
員
が
危
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険

第
四
章

衛
生
管
理

（
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
二
条

本
学
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

一

原
材
料
、
ガ
ス
、
蒸
気
、
粉
じ
ん
、
酸
素
欠
乏
空
気
、
病
原
体
等
に
よ
る
健
康
障
害

二

放
射
線
、
高
温
、
低
温
、
超
音
波
、
騒
音
、
振
動
、
異
常
気
圧
等
に
よ
る
健
康
障
害

三

計
器
監
視
、
精
密
工
作
等
の
作
業
に
よ
る
健
康
障
害

四

排
気
、
排
液
又
は
残
さ
い
物
に
よ
る
健
康
障
害



五

そ
の
他
作
業
場
に
お
い
て
教
職
員
が
被
る
お
そ
れ
の
あ
る
健
康
障
害

（
衛
生
環
境
の
確
保
等
）

第
二
十
三
条

本
学
は
、
教
職
員
を
就
業
さ
せ
る
建
設
物
そ
の
他
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
通
路
、
床
面
、
階
段
等
の
保
全
並
び
に
換
気
、
採
光
、
照
明
、
保
温
、

防
湿
、
防
音
、
休
養
、
避
難
及
び
清
潔
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
教
職
員
の
健
康
、
風
紀
及
び
生
命
の
保
持
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

第
二
十
四
条

本
学
は
、
教
職
員
の
作
業
行
動
か
ら
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

（
緊
急
事
態
に
対
す
る
措
置
）

、

、

、

第
二
十
五
条

本
学
は

教
職
員
に
対
す
る
労
働
災
害
発
生
の
危
険
が
急
迫
し
た
と
き
は

当
該
危
険
に
係
る
場
所
及
び
教
職
員
の
業
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て

業
務
の
中
断
又
は
教
職
員
の
退
避
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
。

第
二
十
六
条

前
五
条
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

第
五
章

安
全
衛
生
教
育
等

（
安
全
衛
生
教
育
の
実
施
）

第
二
十
七
条

本
学
は
、
大
学
の
安
全
衛
生
教
育
及
び
管
理
計
画
に
関
す
る
基
本
方
針
を
立
て
、
教
職
員
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
場
に
所
属
す
る
教
職
員
に
対
し
必
要
な
安
全
衛
生
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
管
理
計

画
を
作
成
し
、
必
要
な
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

３

安
全
衛
生
教
育
及
び
管
理
計
画
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

（
安
全
衛
生
基
準
の
作
成
）

第
二
十
八
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
業
務
又
は
作
業
ご
と
に
必
要
な
安
全
衛
生
に
関
す
る
基
準
を
作
成
し
、
当
該
事
業
場
に
所
属

す
る
教
職
員
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
衛
生
管
理
者
に
必
要
な
指
導
を
行
う
よ
う
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

安
全
衛
生
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章

健
康
管
理

（
健
康
診
断
の
種
類
）

第
二
十
九
条

本
学
は
、
教
職
員
の
健
康
を
管
理
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
健
康
診
断
を
行
う
。

一

採
用
時
健
康
診
断

二

一
般
定
期
健
康
診
断

三

特
定
業
務
健
康
診
断

四

海
外
派
遣
教
職
員
健
康
診
断

２

前
項
第
一
号
の
健
康
診
断
は
、
教
職
員
（
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
三
十
時
間
未
満
の
時
間
雇
用
教
職
員
及
び
雇
用
予
定
期
間
が
一
年
未
満
の
者
（
保
健
管
理

セ
ン
タ
ー
所
長
が
別
に
定
め
る
者
を
除
く

）
を
除
く
。
以
下
次
項
に
お
い
て
同
じ

）
と
し
て
採
用
す
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

。

。

３

第
一
項
第
二
号
の
健
康
診
断
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
教
職
員
に
対
し
て
定
期
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
の
健
康
診
断
は
、
教
職
員
が
衛
生
上
有
害
な
業
務
に
従
事
す
る
と
き
行
う
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
第
四
号
の
健
康
診
断
は
、
教
職
員
が
海
外
派
遣
研
修
等
で
、
六
月
以
上
の
海
外
生
活
を
予
定
し
て
出
張
す
る
と
き
又
は
六
月
以
上
の
海
外
生
活
を
終

了
し
て
帰
国
し
た
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
教
職
員
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
て
健
康
診
断
を
行
う
。

（
健
康
診
断
の
項
目
）

第
三
十
条

健
康
診
断
の
項
目
は
安
衛
則
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
の
二
ま
で
に
よ
る
ほ
か
、
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
が
、
別
に
定
め
る
。

第
三
十
一
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
が
、
別
に
定
め
る
。



（
健
康
診
断
受
診
の
義
務
）

第
三
十
二
条

教
職
員
は
、
指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期
間
内
に
、
第
二
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
者
は
、
他
の
医
療
機
関
に
お
け
る
健
康
診
断
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
速
や
か
に
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
記
録
の
管
理
）

、

、

、

第
三
十
三
条

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
は

健
康
診
断
の
結
果

指
導
区
分
及
び
事
後
措
置
の
内
容
そ
の
他
健
康
管
理
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て

教
職
員
ご
と
に
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
通
知
）

第
三
十
四
条

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
健
康
診
断
を
受
け
た
教
職
員
に
対
し
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
就
業
の
禁
止
及
び
制
限
）

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
業
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

一

他
者
に
健
康
障
害
を
も
た
ら
す
感
染
症
に
罹
患
し
た
者
（
た
だ
し
、
感
染
予
防
の
措
置
を
施
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

）
。

二

労
働
の
た
め
病
勢
が
著
し
く
増
悪
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
か
か
っ
た
者

三

前
二
号
に
準
ず
る
疾
病
に
か
か
っ
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
就
業
の
禁
止
又
は
制
限
に
つ
い
て
、
産
業
医
そ
の
他
の
医
師
が
必

要
と
認
め
た
も
の

、

、

（

）

２

健
康
診
断
の
結
果
等
に
よ
り

結
核
患
者
と
し
て
療
養
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は

結
核
予
防
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号

第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
就
業
を
禁
止
し
、
療
養
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
職
員
の
就
業
を
禁
止
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す

る
。

第
七
章

雑
則

（
秘
密
の
保
持
）

第
三
十
六
条

健
康
診
断
の
実
施
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
教
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
教
職
員
は
、
職
務

上
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
三
十
七
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

京
都
大
学
職
員
健
康
安
全
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
達
示
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。



別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
）

事
業
場
の
区
分

衛
生
管
理
者
の
数

吉
田
事
業
場

部
局
等
ご
と
に
一
人
以
上

病
院
事
業
場

六
人
以
上

宇
治
事
業
場

部
局
等
ご
と
に
一
人
以
上

桂
事
業
場

二
人
以
上

熊
取
事
業
場

一
人
以
上

犬
山
事
業
場

一
人
以
上

大
津
事
業
場

一
人
以
上
（
衛
生
推
進
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

（
備
考
）
吉
田
事
業
場
及
び
病
院
事
業
場
の
衛
生
管
理
者
の
う
ち
一
人
は
専
任
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

事
業
場
の
区
分

産
業
医
の
数

吉
田
事
業
場

二
人

病
院
事
業
場

一
人

宇
治
事
業
場

一
人

桂
事
業
場

一
人

熊
取
事
業
場

一
人

犬
山
事
業
場

一
人

大
津
事
業
場

一
人

（
備
考
）
吉
田
事
業
場
の
産
業
医
の
う
ち
一
人
及
び
病
院
事
業
場
の
産
業
医
の
一
人
は
専
属
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
十
九
条
関
係
）

事
業
場
衛
生
委
員
会
の
名
称

担
当
事
務
部
等
の
名
称

吉
田
事
業
場
衛
生
委
員
会

施
設
・
環
境
部

病
院
事
業
場
衛
生
委
員
会

医
学
部
附
属
病
院
事
務
部

宇
治
事
業
場
衛
生
委
員
会

宇
治
地
区
事
務
部

桂
事
業
場
衛
生
委
員
会

工
学
研
究
科
等
事
務
部

熊
取
事
業
場
衛
生
委
員
会

原
子
炉
実
験
所
事
務
部

犬
山
事
業
場
衛
生
委
員
会

霊
長
類
研
究
所
事
務
部

大
津
事
業
場
衛
生
委
員
会

理
学
研
究
科
等
事
務
部
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
掛


